【消防法施行令　別表第１（抜粋）】
	項
	建物用途
	収容人員

	（１）項
	イ　劇場、映画館、演芸場、観覧場
	３０人以上

	
	ロ　公会堂、集会場
	

	（２）項
	イ　キャバレー、カフェ、ナイトクラブ
	３０人以上

	
	ロ　遊技場、ダンスホール
	

	
	ハ　風俗店
	

	
	二　カラオケボックス
	

	（３）項
	イ　待合、料理店
	３０人以上

	
	ロ　飲食店
	

	（４）項
	百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示場
	３０人以上

	（５）項
	イ　旅館、ホテル、宿泊所
	３０人以上

	
	ロ　寄宿舎、下宿、共同住宅
	５０人以上

	（６）項
	イ　病院、診療所、助産所
	３０人以上

	
	ロ　老人短期入所施設
	１０人以上

	
	ハ　老人デイサービスセンター、保育所
	３０人以上

	
	二　幼稚園、特別支援学校
	３０人以上

	（７）項
	学校
	５０人以上

	（８）項
	図書館、博物館、美術館
	５０人以上

	（９）項
	イ　蒸気浴場、熱気浴場
	３０人以上

	
	ロ　公衆浴場
	５０人以上

	（１０）項
	車両の停車場
	５０人以上

	（１１）項
	神社、寺院、教会
	５０人以上

	（１２）項
	イ　工場、作業場
	５０人以上

	
	ロ　映画スタジオ、テレビスタジオ
	

	（１３）項
	イ　駐車場
	５０人以上

	
	ロ　飛行機格納庫
	

	（１４）項
	倉庫
	５０人以上

	（１５）項
	その他の事業所
	５０人以上

	（１６）項
	イ　複合用途防火対象物のうち、その一部が（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
	３０人以上

（６）項ロが存する場合は１０人以上

	（１６）項
	ロ　イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
	５０人以上

	（１６の２）項
	地下街
	３０人以上

	（１７）項
	文化財
	５０人以上


※収容人員については、消防法により算定方法が定められています。
